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 第三種優先株式取得及び消却に関するお知らせ 

 

当行は、本日開催の取締役会において、株式会社西京銀行第三種優先株式発行要項第 13

項の規定に基づく「株式会社西京銀行第三種優先株式」（以下、「第三種優先株式」という。）

の取得及び当該取得を条件として会社法第 178 条の規定による消却を行うことを決議いた

しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．取得の内容 

(1) 取得する株式の種類 株式会社西京銀行第三種優先株式 

(2) 取得する株式の総数 5,500,000株 

(3) 取得価額 1株につき 1,000円 

(4) 取得価額の総額 5,500,000,000円 

(5) 取得予定日 2022年 4月 5日（火） 

 

2．消却の内容 

取得した第三種優先株式は、会社法第 178条の規定に基づき消却いたします。 

以 上 

 

 

 

 


